
兵庫県立大学試験の不正行為に対する処置規程 

（目的） 

第１条 この規程は、試験の不正行為が行われた場合について、必要な事項を定めるものとする。 

（不正行為の内容） 

第２条 試験の不正行為とは、次に掲げる行為をいう。 

(1) 使用を許されない書籍､ノート､紙片､電子機器を用いること｡ 

(2) 他人の答案をのぞき見ることその他社会通念上受験者として正当でないと認められる行為をす

ること｡ 

（不正行為の確認・報告） 

第３条 試験監督者は、不正行為を確認した場合、直ちに当該行為を実行し又はこれに関与したと疑

われる者（以下「対象学生」という。）に対し、その旨を指摘して受験を停止させるとともに、

その氏名、所属、連絡先等必要な事項を記録し、答案用紙、使用を許されない書籍その他不正行

為に直接関連して使用されたとみられる物品等を預かり、対象学生が所属する学部又は研究科の

長（以下「学生所属学部長等」という。）に報告しなければならない。この場合において、試験

監督者と当該試験科目を開講している教員（以下「開講教員」という。）が異なる場合であると

きは、あわせて開講教員に報告しなければならない。 

（学生所属学部長等の責務） 

第４条 学生所属学部長等は、試験監督者から前条の不正行為の報告を受けたときは、正確な事実を

確認するため、遅滞なく対象学生、試験監督者その他の関係者から事情聴取を行い、当該事情聴

取の結果認定された事実を記載した事情報告書を作成しなければならない。この場合において、

学生所属学部長等が、正確な事実の確認のため必要があると認めるときは、当該不正行為に係る

試験科目を開講している学部若しくは研究科の長又は関係する総合教育機構全学共通教育センタ

ー副センター長にその調査を依頼することができる。 

２ 前項の規定により、正確な事実の確認のため調査の依頼を受けた者は、当該依頼に応じるものと



する。 

３ 学生所属学部長等は、学生所属学部長等の教授会又はこれに相当する委員会（以下「学生所属学

部教授会等」という。）に第１項に規定する事情報告書に基づき報告しなければならない。この

場合において、開講教員が学生所属学部教授会等に属さない教員であるときは、その教員が所属

する学部又は研究科の長及び開講教員に当該事情報告書の写しを送付しなければならない。 

（処置の原則） 

第５条 不正行為の事実が、学生所属学部教授会等において確認された場合は、その者の当該学期の

全科目及び通年の全科目の単位を無効とする。この場合において、学生所属学部教授会等での審

議の結果、必要と認められた場合は、その氏名を公表するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、特に悪質な不正行為に対しては、兵庫県立大学学則（平成25年法

人規程第75号）第35 条又は兵庫県立大学大学院学則（平成25年法人規程第76号）第33条の規定

に基づき懲戒をするものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成27 年３月24 日改正） 

この規程は、平成27 年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31 日改正） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 




